
議案第７８号 

 

   市長及び副市長の諸給与支給条例及び蕨市教育委員会教育長の給与等に関する

条例の一部を改正する条例 

 

 （市長及び副市長の諸給与支給条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の諸給与支給条例（昭和３９年蕨市条例第５１号）の一部を

次のように改正する。 

  第３条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２３０」に改める。 

第２条 市長及び副市長の諸給与支給条例の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２２５」に改める。 

 （蕨市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 蕨市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和３１年蕨市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２３０」に改める。 

第４条 蕨市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「１００分の２３０」を「１００分の２２５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例中第１条及び第３条の規定は公布の日から、第２条及び第４条の規定は

令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の市長及び副市長の諸給与支給条例（以下「改正後の

市長等給与条例」という。）第３条第２項及び第３条の規定による改正後の蕨市教

育委員会教育長の給与等に関する条例（以下「改正後の教育長給与条例」とい

う。）第３条第２項の規定は、令和５年１２月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による

改正前の市長及び副市長の諸給与支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、

改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。 



４ 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第３条の規定による

改正前の蕨市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された

期末手当は、改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 

  令和５年１１月２８日提出 

 

 

蕨 市 長  賴 髙 英 雄 

 


